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■環境経営方針 

＜基本理念＞ 

渡辺ケミカル株式会社本社は、医薬食品化学品卸売業として商品販売活動の中で環境負荷低減活動の継続的

な活動を展開する。 

 

＜活動方針＞ 

環境を意識し、環境負荷低減を目指し、地球環境に貢献する。 

 

 

＜重点活動項目＞ 

1) 省資源、省エネルギーの環境目標を定め、継続的改善を図る。 

① 温室効果ガスの削減として未使用部屋は消灯する。 

② コピ－用紙の削減のため、資料は可能な限り印刷せず、電子媒体でやり取りを行う。 

③ 環境に配慮した商品（水系ウレタン、粒状活性炭、水系防腐剤、植物油、粉体塗料原料）の販売量を

増やし環境に配慮した商品の販売を増やす。 

④ 給湯室・洗面所での節水活動の推進。 

⑤ 廃棄物の分別回収の徹底。 

⑥ 産業廃棄物の削減に努める。 

⑦ 車両ガソリンの削減に努める。 

2) 専門商社として営業活動の中で環境配慮型商品(水系樹脂、水系防腐剤、粒状活性炭、天然植物油、 

粉体塗料原料等)の取扱に注力し、ユ―ザーに情報を提供する。 

3) 環境に関する法規制及びその他の要求事項を順守する。 

4) 環境経営方針は、全ての従業員に周知する。 

改訂日 2022年 10月 28日 

渡辺ケミカル株式会社 

             

本社 執行役員 林 直正 
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■事業概要 

<組織名> 

渡辺ケミカル株式会社 本社 

 

<代表者> 

執行役員 林 直正 

 

<所在地> 

大阪市中央区平野町 3丁目 6番 1号 

 

<設立> 

1949年 10月 26日 

 

<認証・登録事業者名> 

渡辺ケミカル株式会社 

 

<認証・登録の活動範囲> 

医薬食品原料･工業薬品の仕入販売 

 

<事業内容> 

医薬食品原料および工業薬品を、国内外から仕入れ、医薬品・食品・工業品の製造業者へ販売している。 

医薬食品原料: 47%（ビタミン類、医薬品原薬、食品添加物等) 

化学品原料: 53%（工業用樹脂、工業用保存剤、活性炭、粉末塗料原料等） 

 

<従業員数> 

36名（本社のみ） 

 

<環境管理責任者および担当者> 

環境責任者: 化成品事業部 西日本営業部 松田 章 

事務局:  化成品事業部 西日本営業部 松下 勝 

 

<EA21 認証登録> 

2006年 3月 名古屋営業所 登録番号 0000686 

2007年 3月 東京支店   登録番号 0001495 
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■ 本社 環境経営組織図 

 

 

代表者 

執行役員 

環境目標の設定・確認 

環境管理責任者 

化成品事業部 

西日本営業部部長 

環境管理体制の整備 

管理部 

環境推進リーダー 

医薬食品事業部 

環境推進リーダー 

化成品事業部 西日本営業部 

環境推進リーダー 

環境事務局 

管理活動のサポート 
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■ 中長期環境経営目標 

 下記の通り中長期環境目標を策定した。 

第 73期(2021/10～2022/9)

目標 

第 74期(2022/10～2023/9)

目標 

第 75期(2023/10～2024/9)

目標 

電力使用による温室効果ガス排出

量を 72期比 1％削減する。 

電力使用による温室効果ガス排出

量を 73期比 1％削減する。 

電力使用による温室効果ガス排出

量を 74期比 1％削減する。 

車両ガソリンの削減に努める為、エ

コカーの使用、エコ運転に努める。

前年度実績より増加しないように

努める。 

車両ガソリンの削減に努める為、エ

コカーの使用、エコ運転に努める。

前年度実績より増加しないように

努める。 

車両ガソリンの削減に努める為、エ

コカーの使用、エコ運転に努める。

前年度実績より増加しないように

努める。 

コピー用紙使用量を 72期比 2％

削減する 

コピー用紙使用量を 73期比 2％

削減する 

コピー用紙使用量を 74期比 2％

削減する 

給湯室・洗面所での節水活動の

推進 

給湯室・洗面所での節水活動の

推進 

給湯室・洗面所での節水活動の

推進 

事務所から出る一般廃棄物を削

減する為、分別回収を徹底する。 

事務所から出る一般廃棄物を削

減する為、分別回収を徹底する。 

事務所から出る一般廃棄物を削

減する為、分別回収を徹底する。 

産業廃棄物の削減に努力する。前

年より増加しないようにする。マニフ

ェスト管理は継続。 

産業廃棄物の削減に努力する。前

年より増加しないようにする。マニフ

ェスト管理は継続。 

産業廃棄物の削減に努力する。前

年より増加しないようにする。マニフ

ェスト管理は継続。 

環境に配慮した商品の販売を増や

す。72期比数量 3％増加。 

環境に配慮した商品の販売を増や

す。73期比数量 3％増加。 

環境に配慮した商品の販売を増や

す。74期比数量 3％増加。 

※CO2排出係数… 電力: 0.311kg-CO2/kWh (関西電力;2021年度)、ガソリン: 2.32kg-CO2/L 
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■今期の環境経営目標とその実績 

 第 73期の環境目標とその実績（対象期間: 2021年 10月～2022年 9月） 

第 73期環境目標 
73期(2021年 10月～2022年 9月)の実績 

結果 
前年(72期) 目標 当年(73期) 

電力使用による温室効果ガス

排出量を第72期比1％削減

する(kg-CO2） 

16,208 16,046 17,675 
× 

72期比 9％増 

車両ガソリンの削減に努める

為、エコカーの使用、エコ運転

に努める。前年より増加しない

ように努める（kg-CO2） 

818 818 1,471 
× 

72期比 79%増 

コピー用紙使用量を第 72期

比 2％削減する(千枚) 
170 167 221 

× 

72期比 30％増 

給湯室.洗面所での節水活動

の推進※ 
啓発用掲示物 啓発用掲示物 啓発用掲示物 ○ 

事務所から出る一般廃棄物

を削減する為、分別回収を徹

底する。新聞紙等を資源化

分別する。 

分別ごみ箱の設置 分別ごみ箱の設置 分別ごみ箱の設置- ○ 

産業廃棄物の削減に努力す

る。72期より増加しないように

する。マニフェスト管理は継続

(kg)。 

1,263 1,263 4,960 
× 

72期比 392%増 

環境に配慮した商品の販売を

72期比 3%増やす(t) 
2,311 2,380 2,135 

× 

72期比 7.6%減 

※当社は賃貸ビルの一室にあり、ビル清掃業者が清掃回収しており、排水量や事務所から排出される一般廃棄物発

生量の把握が困難であるため、定量的に把握していない。従って排水量、一般廃棄物排出量に係る目標は、定性

的な活動評価のみ実施している。 

事務所から発生する一般廃棄物削減については、ゴミ箱に分別基準を表示し、ペットボトル、ビン、カンなどを資源ご

みとして回収できるように分別し、紙類については新聞紙、廃コピー紙は資源化ごみとして分別取り組みを行ってい

る。 

節水活動については、啓発用の掲示物を張出して削減取組を行っている。 

※CO2排出係数… 電力: 0.311kg-CO2/kWh (関西電力;2021年度)、ガソリン: 2.32kg-CO2/L 
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■ 主要な環境経営計画と取組結果の評価及び次年度取組 

 

1) 地球温暖化対策 

電力使用による温室効果ガス排出量につき、72 期比 1％削減の目標を達成する為に、「温度設定の為の掲示物の

作成、掲示」、「設定温度ルールの順守」、「外出時のＰＣ電源のＯＦＦ」、「未使用場所の消灯」、「月2回のノ－残

業日」をより徹底して実施した。これらの取り組みを行ったが 72 期と比べ 9％増となり目標未達となる。営業活動が活

発化し事務所勤務時間が大幅に増加した為と思われる。次年度は目標達成に向けて、引き続き取り組みを周知徹底

し継続・努力する。 

2) 車両用ガソリンの削減 

72 期比 79%増となり大幅目標未達となった。コロナ禍ではあったが外出する機会も増えた事が要因と考えられる。次

年度は、エコカー使用をできる限りする等、取り組みを検討する。 

 

3) 省資源の取り組み（コピー用紙の削減） 

72 期比 2％の使用量削減を目標とし、受発注において FAX の印刷を廃止し、PC上で FAX の送受信を引き続き継

続している。ただ事務所勤務が原則となり 72 期比+32%の増加、目標と比較し大幅に超過してしまった。次年度につ

いても引き続き事務所勤務が原則となっている為、用紙削減の継続・努力に注力する。 

 

4) 一般廃棄物の分別 

事務所から発生するごみにつき、ゴミ箱にペットボトルやビン・カンなど、分別基準の表示を行い、資源化ごみとして排出し

ている。次年度も引き続き取り組みを継続・努力する。 

 

5) 産業廃棄物の削減 

産業廃棄物の削減に努め 72 期より増加しないことを目標としたが、今期は 392%の増加となる。医薬品原料運搬時

の保冷剤及び消費期限切れビタミン焼却が大きな理由となる。マニフェストの管理は継続して行っている。次年度も引き

続き削減取り組みを継続・努力する。 

 

6) 環境配慮商品の販売 

環境に配慮された商品である、水系樹脂、水系防腐剤、粒状活性炭、植物油、粉体塗料原料を販促して、72 期比

7.6％の販売数量減となる。次年度も情報収集を促進し、拡販活動を継続する。 
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■ 関連法規制の順守状況の確認及び評価の結果並びに違反・訴訟の有無 

 

法規制 取り組み内容 順守 

廃棄物処理法 事務所内及び契約倉庫で発生する汚泥・廃プラスチック・動植物性残さの廃棄に

つき、マニフェスト管理を行っている。 
○ 

フロン排出抑制法 第一種特定製品(冷凍庫)の点検を実施している ○ 

大阪市廃棄物の減

量推進及び適正処

理並びに環境生活

の清潔保持に関する

条例 

ごみの分別回収を行っている。 ○ 

毒物及び劇物取締

法 

取り扱い製品の毒物・劇物の分類を社内システムに登録し、譲受書、譲渡書の

収集を適切に行っている。 
○ 

医薬品、医療機器

等の品質、有効性

及び安全性の確保

等に関する法律 

医薬品の包装・表示・保管および卸売販売において、薬機法に基づき管理を行っ

ている。 

今期は医薬品製造業につき、大阪府による適合性調査の結果を受け、適合と判

断された。 

○ 

 

■ 環境関連法規への違反、訴訟等の有無 

定期的に環境関連法規への順守状況をチェックしており、過去 3 年、環境関連法規への違反はなく、訴訟等も発生し

ていない。 
  

■ 代表者による全体評価と見直しの結果 

<全体の評価>        

7 つの環境目標のうち、２つの達成に留まる状況であった。コピー用紙、車両ガソリンの削減の項目は大きく未達であっ

た。いずれも要因は新型コロナウイルス感染が落ち着き、事務所出勤が原則となった為に使用頻度が大きく増加した事

が未達の要因と考える。出勤体制は継続となるため、引き続き来期も環境経営方針を実践する。 

 

■ 次回レポ－ト発行時期 

2023年 11月 


